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第１章 総論

第１節 背景・目的

１

国においては、まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）が制定され、平成26年
（2014年）12月27日、人口の現状と将来展望を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」
及び今後５か年の政府の施策の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され
ました。
地方公共団体においては、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案して、地方公共団体における人口

の現状と将来展望を提示する「地方人口ビジョン」及び地域の実情に応じた今後５か年の施策の方向
を提示する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと総合戦略の策定
※１に努めることとなりました。

これを受けて、当町の人口の現状と将来の姿を示し、人口に関する町民の認識の共有を目指すとと
もに、今後の目標や施策の基本的方向を提示することを目的とした「まち・ひと・しごと創生飯島町
総合戦略（「飯島町人口ビジョン」※２及び「飯島町総合戦略」）（以下「第１期飯島町版総合戦
略」という。）を平成27年（2015年）10月に策定しました。
また、国は令和元年（2019年）６月に、次期総合戦略に向けた「まち・ひと・しごと創生基本方

針2019」を閣議決定しました。同方針では、令和２年度（2020年度）から始まる「第２期まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」の策定に向け、基本的な考え方や初年度に取り組む主な事項などが示され
ました。

このため、当町では「第１期飯島版総合戦略」の効果検証を行うとともに、国の基本方針に示され
た新たな視点の取り組みなど、当町の実情を踏まえ「第２期まち・ひと・しごと創生飯島町総合戦
略」（以下「第２期飯島町版総合戦略」という。）を令和２年（2020年）３月に改定しました。ま
た、当町の「飯島町第５次総合計画」の計画期間終了に合わせ、「第２期飯島町版総合戦略」を令和
３年（2021年）３月「飯島町第６次総合計画（総合計画と総合戦略）」へ包含することにより一体
化を図りました。

そして、令和３年（2021年）、内閣は、地域の豊かさをそのままに、都市と同じ又は違った利便
性と魅力を備えた、魅力溢れる新たな地域づくりを目指す、デジタル田園都市国家構想が始動しまし
た。これに基づき、令和４年（2022年）12月には、令和５年度（2023年度）から令和９年度
（2027年度）までの５か年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」が閣議決定されました。これ
はデジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社
会を目指すものです。併せて、これまでの地方創生の取り組みも、蓄積された成果や知見に基づき、
地域ビジョンを再構築し、改善を加えながら推進していくことが重要とされました。

これに伴い、当町では、第６次総合計画へ包含されている「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
「デジタル田園都市国家構想総合戦略」に読み替えるとともに、別冊として「飯島町デジタル田園都
市国家構想総合戦略」を策定します。
引き続き、飯島町第６次総合計画に掲げる将来像「新しい発想で考えるアルプスのまち 豊かな未

来・自然・暮らし」の実現を目指すとともに、第１期飯島町版総合戦略で根付いた地方創生の意識や
取り組みを継続しながら、デジタルの力を活用して人口減少対策と地域活性化等を図ります。

※１ まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第9条及び第10条
※２ 飯島町人口ビジョン（2020年（令和２年）10月改訂）

飯島町人口ビジョンの対象期間は、令和47年（2065年）までとし、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計を基
礎数値として用いていきます。

■「飯島町人口ビジョンの改訂」につきましては、令和４年12月内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣
府地方創生推進室「地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き」（令和4年12月版）に基づき、国の「まち・
ひと・しごと創生長期ビジョン」（2024年改訂予定）を勘案の上、改訂予定



第２節 位置付け

飯島町人口ビジョンは、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の趣旨を尊重し、本町におけ
る人口の現状分析を行い、人口に関する町民の認識を共有し、今後目指すべき将来の方向と人口の将
来展望を示すものです。
「飯島町デジタル田園都市国家構想総合戦略」は、飯島町第６次総合計画に基づき、当町のまち・ひ
と・しごと創生の実現に向けた重要な施策を提示するものです。

第３節 対象期間

対象期間は、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略の計画終期に合わせ、令和９年度（2027年度）とします。

■総合計画・総合戦略とは

総合計画とは、行政運営を計画的に進めていくための

ものです。一般的にまちづくりの設計図と言われています。
当町では、飯島町第６次総合計画に掲げる将来像を実現

するため、８つの基本構想（基本目標）を定め、その構想
に基づいて全ての分野の基本計画（基本的な56の政策）を
定め、その方向に基づいた具体的な施策を達成するため、
優先順位を付けながら予算を確保し、まちづくりを進めて
います。

■総合計画（総合戦略）の仕組み

基本構想
（基本目標）

基本計画
（基本的政策・方向）

実施計画

将来像

総合戦略とは、全国的進む人口減少とまちの衰退を食

い止めるため（地方創生）「まち」「ひと」「しごと」に
視点を置き、行政をはじめ、町民、地域、団体、企業など
町全体でまちの活性化に取り組む計画です。
また、2023年度を初年度とする５か年の「デジタル田

園都市国家構想総総合戦略」では、地域の特色や地域資源
を生かし、住民に身近な施策を幅広く地方版総合戦略に盛
り込み、実施することが期待されています。

■総合計画における法的根拠

これまで総合計画については、地方自治法第２条第４項において、市町村に対し、総合計画の基本部分である「基本構想」
について議会の議決を経て定めることが義務付けされていましたが、国に地域主権改革の下、平成23年（2011年）５月２日
に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかど
うかは町の独自の判断に委ねられることとなりました。

人口ビジョン

基本構想
（基本目標）

基本的方向

施策

総合計画 総合戦略

戦略の目標・方向性に合わ
せ、基本計画の施策を組み
合わせ、パッケージ化

■総合戦略における法的根拠

まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第9条及び第10条に基づき、国の総合戦略を勘案し、都道府県まち・
ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するよう努めなければならないこととされてい
ます。

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

令和６年度
（2024）

令和７年度
（2025）

令和８年度
（2026）

令和９年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

総合計画

総合戦略

２

基本的方向：デジタルの力を活用しつつ
①地方に仕事をつくる
②人の流れをつくる
③結婚・出産・子育ての希望をかなえる
④魅力的な地域をつくる

飯
島
町
第
６
次
総
合
計
画
と
飯
島
町
総
合
戦
略
一
体
化



（参考）デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023年度～2027年度）

３

（出所）2022年12月23日 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局



（参考）デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023年度～2027年度）

４

（出所）2022年12月23日 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局



第２章 飯島町人口ビジョン

第１節 人口の現状分析

（１）将来人口展望

平成30年に公表された国立社会保障・人口問題研究所推計によると、2030年の人口は7,835人、2040年には6,645人
と推計されています。
今後、飯島町では妊娠・出産・子育て支援を強化し、さらに飯島町から転出した若い世代のＵターンを促すことや都市

部からの転入を促す等、社会増減が均衡するような人口誘導を図ります。そして、これらを含めたさまざまな地方創生の
取り組みにより、少子化に歯止めをかけ、緩やかな人口減少と年齢構成のバランスを維持した持続可能な地域の実現を展
望します。
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５

（出所）2020年の実績値は「長野県プレスリリース（2021（令和３）年
12月国勢調査結果」
飯島町人口ビジョン（2020年（令和２年）10月改訂）シミュレー
ション

図表Ⅰ-1 推計値と実際の人口との比較

■1975年代（昭和50年）から人口が増加、2000年代（平成12年）以降、人口減少時代に突入

図表Ⅰ-2 推計値と実際の人口との比較

令和２年度
「国勢調査結果」

を反映

← 実積 推計 →

（出所）飯島町人口ビジョン（2020年（令和２年）10月改訂）



図表Ⅰ-４ 年齢３区分別人口構成の推移

■このまま人口減少が進行すると、世代間バランスが大きく様変わりする。

第１節 人口の現状分析

第２章 飯島町人口ビジョン

（３）年齢３区分別人口構成の推移
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（出所）長野県プレスリリース（2021（令和３）年12月 国勢調査結果
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（出所）長野県プレスリリース（2021（令和３）年12月 国勢調査結果

（1,003人） （4,672人） （3,329人）（9,004人）

（1,112人） （5,216人） （3,202人）（9,530人）

（1,172人） （5,712人） （3,018人）（9,902人）

（1,391人） （6,363人） （2,816人）（10,570人）

（1,617人） （6,581人） （2,697人）（10,895人）

（1,720人） （6,862人） （2,407人）（10,989人）

（1,950人） （6,860人） （1,991人）（10,801人）



第２章 飯島町人口ビジョン

（４）自然動態の推移

自然動態については、平成10年（1998年）以降、死亡者数が出生者数を上回り、自然減が続いています。加えて、死
亡者数と出生者数の差が年々広がっていく傾向にあり、今後も自然減が続くことが予想されます。

（出所）飯島町人口ビジョン（2020（令和２）年10月改訂）シミュレーション
長野県毎月人口異動調査（市町村別異動状況等（総数））

（５）社会増減の推移

社会動態については、平成８年（1996年）から平成11年（1999年）、平成15年（2003年）から平成17年（2005
年）までは転入者が転出者を上回り、社会増となっていました。その後、平成18年（2006年）以降は社会減が続いてい
ましたが、令和２年（2020年）から社会増に転じています。

（出所）飯島町人口ビジョン（2020（令和２）年10月改訂）シミュレーション
長野県毎月人口異動調査（市町村別異動状況等（総数））

転入者数

転出者数

７

第１節 人口の現状分析

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

出生者数 107 107 94 85 87 95 98 78 96 92 90 99 74 73 77 68 61 55 71 72 59 41 65 73 55 65 71 53 50 45 65 44 59 40
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図表Ⅰ-５ 自然動態の推移
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図表Ⅰ-６ 社会増減の推移
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第２章 飯島町人口ビジョン

（６）合計特殊出生率

図表Ⅰ-7 合計特殊出生率

S50 S55 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

飯島町 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.9 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.6 1.5 1.2 1.5 1.3 1.2 1.5 1.3 1.2 1.3 1.0 0.9 0.8 1.0 1.1 1.0 0.8 1.3 1.6 1.3 1.7 1.4 1.1 1.2 1.2 1.5 1.1 1.4

長野県 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4

国 1.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
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飯島町 長野県 国

８

（出所）2022年６月３日 厚生労働省「2021年（令和３年）人口動態統計月報年計（概数）」
飯島町人口ビジョン（2020年（令和２年）10月改訂）シミュレーション

長野県

国

飯島町

厚生労働省は2022年６月３日、2021（令和３年）の人口動態統計月報年計（概数）を発表。合計特殊出生率は前年度
比0.03ポイント低下の1.30。自然増減数は15年連続で減少しています。国（1.30）長野県（1.44）飯島町（1.43）

第１節 人口の現状分析



第２章 飯島町人口ビジョン

人口減少への対応は、２つの方向性が考えられます。１つは出生者数を増加させること、もう１つは、転出の抑制並び

に転入の増加を図ることです。この２つの対応を同時並行的・相乗的に進めていくことが、人口減少に歯止めをかけ、長
期的な視点で人口を維持するために大変重要であり、仮定値を用いた人口推計からも、このことが明らかとなっています。
上記に加え、飯島町の人口の現状分析を踏まえ、人口減少問題に取り組む基本的視点として、次の４点を掲げます。

基本的視点

（１）人口の定常状態に向けた
結婚・妊娠・出産・子育
て支援及び転入・定住の
促進

年少人口・生産年齢人口の減少に歯止めをかけるため、若い世代の転出を抑制すると
ともに、進学・就職等で転出した若い世代の帰郷を促しつつ、転入をより増やすことが
重要です。そのため、帰郷を妨げる要因を排除し、若い世代の希望がかなうよう結婚・
妊娠・出産・子育て環境の充実等、生活環境基盤の整備が必要です。また、これらの環
境整備に加え、幼いころからふるさとへの愛着を醸成することは転出抑制につながり、
定住促進となることが期待できます。

（２）安心して働ける雇用の受
け皿づくり

社会減少を抑制するため、基幹産業を強化するとともに、地域特性を活かせる分野の
産業を育成・創出し、雇用を拡大することが重要です。また、職種によって人材の過不
足状況が生じていることから、広域的な取り組み等によりこれを是正し、若者や転入希
望者と企業とのマッチング等を行うことも必要です。特に、子育てをしながら働くこと
のできる職場の環境づくりが求められています。

（３）健康寿命の延伸
団塊の世代が高齢者に移行し、高齢化率のさらなる上昇が予測される中で、高齢者が

自立した生活をより長く送る健康寿命の延伸ができるよう、高齢者の健康を保ち、積極
的に社会参加できる環境整備が重要です。

（４）公共施設等総合管理計画
の策定推進

公共施設の老朽化、人口構成の変化等による施設需要の変化が予想される中で、今後
も飯島町の財政事情は厳しい状況が続くことから、公共施設等の全体を把握し、長期的
な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を
軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが求められていま
す。そのため、公共施設等総合管理計画に基づいた適正な管理を行います。

第２節 人口減少問題に取り組む基本的視点

（１）基本的視点

９

国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（令和元年改訂版）及び長野県の「長野県人口定着・確かな暮らし実現
総合戦略～信州創生戦略」（平成28年３月25日改訂版）と整合性を図りながら「飯島町人口ビジョン」を推進します。

（２）基本的な施策の方向性

（出所）飯島町人口ビジョン（2020年（令和２年）10月改訂）



（参考）国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（令和元年改訂版）

（出所）内閣府官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣府地方創生推進事務局
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国の人口ビジョンでは、人口の現状の分析と見通しの策定に際し、人口減少が経済社会に与える影響の分析や、人口減少
に歯止めをかける「積極的戦略」と、人口減少に対応するための「調整戦略」を同時に推進することや、移住の希望や若い
世代の就労・結婚・子育ての希望など国民の希望の実現に全力を注ぐ等の基本的視点が提示されている。



第２章 飯島町人口ビジョン

第３節 人口の将来展望

◎人口対策の効果が十分実現すれば、令和７年（2025年）に約8,700人、令和27年（2045年）に約7,300人、令和47年
（2065年）に約6,300人を確保します。

・将来の合計特殊出生率を国の目標水準に合わせ上昇を見込んだ施策展開を実施
令和２年（2020年）…1.60
令和12年（2030年）…1.80
令和22年（2040年）以降…2.07

・積極的な転入・定住促進等により、社会増減の均衡を維持

◎少子化に歯止めがかかり、緩やかな人口減少と年齢構成のバランスを維持した持続可能な地域の実現を展望します。

人口減少対策のための施策を効果的に取り組むことにより、2060年（令和42年）、当町は
「６,５００人程度」の人口を確保することを目指します。
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図表Ⅰ-８ 総人口・年齢３区分別人口の推移（将来展望）

★「飯島町人口ビジョン」の改訂につきましては、令和４年12月内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣
府地方創生推進室「地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き」（令和4年12月版）に基づき、国の「まち・ひ
と・しごと創生長期ビジョン」（2024年改訂予定）勘案の上、改訂予定

Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 R 2 R 7 R 12 R 17 R 22 R 27 R 32 R 37 R 42 R 47

年少人口

割合
18.1% 15.7% 14.8% 13.2% 11.8% 11.7% 11.3% 11.1% 11.5% 12.3% 13.3% 14.2% 14.7% 15.0% 15.2% 15.5%

生産年齢

人口割合
63.5% 62.4% 60.4% 60.2% 57.7% 54.7% 52.9% 51.6% 50.7% 50.0% 48.7% 48.2% 49.2% 50.4% 52.8% 53.8%

老年人口

割合
18.4% 21.9% 24.8% 26.6% 30.5% 33.6% 35.8% 37.4% 37.8% 37.7% 38.0% 37.6% 36.1% 34.7% 32.0% 30.8%
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← 実積 推計 →

（出所）飯島町人口ビジョン（2020年（令和２年）10月改訂）



第３章 飯島町デジタル田園都市国家構想総合戦略

将
来
像
「
新
し
い
発
想
で
考
え
る
ア
ル
プ
ス
の
ま
ち

豊
か
な
未
来
・
自
然
・
暮
ら
し
」

基本構想
（基本目標）

基本計画
（基本的政策・方向）

実施計画

国の総合戦略の
「取組方針」に該当

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

（参考）地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和４年12月版）一部抜粋
地方版総合戦略（（仮）飯島町デジタル田園都市国家構想総合戦略）は、「まち・ひと・しごと創生法」第９条及び第10条に基づき策定されるものです。当該条文では、
地方版総合戦略の内容として、それぞれ第２項第１号～第３号で、①目標、②講ずべき施策に関する基本的方向、③講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために
必要な事項を規定しています。
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事
業

事
業

事
業 ・・・・

（１層）

・基本計画（54）
・プロジェクト（２）

（２層）

・施策体系別計画（232）

施策
（３層）

【国の総合戦略の方向】

（１）デジタルの力を活用した地方の
社会課題解決・魅力向上

①地方に仕事をつくる
②人の流れをつくる
③結婚・出産・子育ての希望をか
なえる

④魅力的な地域をつくる

（２）デジタル実装の基礎条件整備
①デジタル基盤整備
②デジタル人材の 育成・確保
③誰一人 取り残されないための取組

★国の戦略の目標・方
向性を、基本計画の施
策と組み合わせ、パッ
ケージ化

地方版総合戦略に基づき、総合的か
つ計画的に推進する観点から、盛り込
む政策分野ごとに戦略期間５年間の目
標を設定することが適切です。また、
目標の達成度合いを検証し、住民等へ
の対外的な説明を可能とするためにも、
行政活動そのものの結果（アウトプッ
ト）ではなく、その結果として住民に
もたらされた便益（アウトカム ）に関
する数値目標を設定する ことが望まれ
ます 。

当町にとって人口減少問題は、喫緊の課題であることは間違いありません。地道な取り組みにより一歩ずつ解決に向かうこ
とが最善と考えます。
本戦略は、飯島町第６次総合計画に基づき、町民や議会をはじめ、産業、金融など、幅広い各層の意見を踏まえ策定するも

のです。各施策の効果を検証し、改善を図っていくために、「重要業績評価指標」【ＫＰＩ：Key Performance Indicator：
施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標、目標値】を設定し、「ＰＤＣＡサイクル」【Plan（計画）、Do（行動）、
Check（評価）Action（改善）の４つの視点から、その過程を不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手
法】を行いながら、進捗、検証のできる体制を構築します。

第１節 基本的な考え方

第２節 全体的な構成イメージ

【地域ビジョン】
国の総合戦略で例示され

ているモデル地域ビジョン
や重要施策分野

【モデル地域ビジョン例】
➣スマートシティ・スーパーシティ
➣「デジ活」中山間地域
➣大学を核とした産学官共協創都市
➣SDGs未来都市
➣脱炭素先行地域

【重要施策分野の例】
➣地域交通のリ・デザイン
➣地方創生スタートアップ
➣地方創生テレワーク
➣地方公共団体間の連携によるこど
も政策

➣教育ＤＸ
➣住民に身近な場所を活用した遠隔
医療

➣多様な暮らし方を支える人間中心
のコンパクトなまちづくり

➣観光ＤＸ
➣デジタル技術を活用した地域防災
力の向上

➣ドローン利活用



第３節 基本目標

本戦略においては、飯島町第６次総合計画に基づき、以下に掲げる８つの基本目標のもと、ふたつのアルプスをはじめと
する自然との調和を保ちながら、ここに暮らすみんなが新しい発想をもって、心の豊かさや幸せを実感できる、魅力あるま
ちづくりを目指します。
また、ここでは、持続可能な開発目標（SDGs・エスディージーズ）の達成に向けた取り組みの推進について、SDGsの

ロゴを活用し、基本目標ごとに本戦略との関連性を示します。
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※SDGsとは・・・Sustainable Development Goals の略

2015年９月にニューヨークの国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、「我々の世界を変革
する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。このアジェンダの目標が、17ゴールと169のター
ゲットからなる持続可能な開発目標（SDGs）です。

※数値目標及び重要業績評価指標の数値は現状値を示します。その内（０）は現状値が０であるもの、（－）は現状値は
把握していないものまたは現状値がないものを示します。

※ＫＰＩ（重要業績評価指標）は、原則、令和３年度（2021年度）の現状値を基準に設定されています。また、改訂時に
は実積値に合わせて見直しを行うことがあります。

（出所）国際連合広報センター
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国の総合戦略の方向：
①地方に仕事をつくる ②人の流れをつくる ③結婚・出産・子育ての希望をかなえる
④魅力的な地域をつくる

基本目標１ 住民と行政の創合力による安全で安心なまちづくり

政策１-（１） 災害に備えた防災体制の充実

政策１-（２） 住民主体の防災力アップ

政策１-（３） 新たな時代の消防団づくり

政策１-（４） 先端技術を活用した未来のサービスづくり

政策１-（５） 効果的で速やかな情報発信

政策１-（６） 安心して暮らせる地域公共交通の確保

政策１-（７） 未来を担う職員の育成と役場機能の効率化

基本目標２ 美しく快適な暮らしの環境を将来へつなぐ

政策２-（１） 低炭素・循環型のまちづくり

政策２-（２） ごみの少ない暮らしづくり

政策２-（３） 接客ホスピタリティー向上

政策２-（４） 公平で適正な税収の確保

基本目標３ 誰もが健康で居場所と出番があり共に支え合える地域づくり

政策３-（１） 切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健体制

政策３-（２） 「生涯健康」支援

政策３-（３） いつでも安心な地域医療体制づくり

政策３-（４） みんなが支え合う地域福祉の実現

政策３-（５） 障がいの有無にかかわらず幸せに暮らせるまちづくり

政策３-（６） 高齢者も自分らしく暮らせるまちづくり

基本目標４ 地域特性を生かした産業の創造と振興のまちづくり

政策４-（１） 将来を見据えた農地の有効利用

政策４-（２） 地域の協力による農作業の効率化

政策４-（３） スマート農業の推進

政策４-（４） 就農希望者への積極支援

政策４-（５） 地域資源を生かした農業の展開

政策４-（６） 農業生産基盤の整備

政策４-（７） 地域の特徴を生かした企業誘致

政策４-（８） 賑わう商店と買い物環境づくり

政策４-（９） 新しいワークスタイルの推進と起業支援

政策４-（10） スマート林業の推進

政策４-（11） 治山・治水による森林の機能向上

政策４-（12） 有害鳥獣等対策の推進



第４節 総合計画の施策との関連
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国の総合戦略の方向：
①地方に仕事をつくる ②人の流れをつくる ③結婚・出産・子育ての希望をかなえる
④魅力的な地域をつくる

基本目標５ 暮らしを支える強靭で快適なライフラインの創造

政策５-（１） 暮らしを支える道路の整備

政策５-（２） 安全・安心の河川整備

政策５-（３） 将来を見据えた都市づくり

政策５-（４） 住宅施策と空き家対策

政策５-（５） 地籍調査事業の推進

政策５-（６） 安全で安心な水道の確保

政策５-（７） 快適で衛生的な下水道・浄化槽の推進

基本目標６ 魅力向上で住みたい・住み続けたい地域づくり

政策６-（１） 町の魅力を生かした観光地域づくり

政策６-（２） 儲かる飯島町の創出

政策６-（３） 若者や子育て世代の人口を増やす

政策６-（４） 若い世代の結婚を応援

政策６-（５） 住民参加で盛り上げるコミュニティ機能の充実

政策６-（６） 将来を見据えた自治組織への支援

基本目標７ 「子どもの元気」と「学びの力」でいきいき豊かな暮らし

政策７-（１） 子どもの健やかな体と豊かな心を育てる

政策７-（２） 学校教育の充実

政策７-（３） 子どものための家庭環境づくりの支援

政策７-（４） 学ぼう「知ること・為すこと・共に生きること」

政策７-（５） スポーツライフ「いつでも・どこでも・いつまでも」

政策７-（６） 芸術・文化を守りつなぐ

基本目標８ 将来像を実現する創造力にあふれた行政基盤づくり

政策８-（１） 将来像を目指す仕組みづくり

政策８-（２） 住民ニーズに応える行政改革

政策８-（３） 効果的・効率的な財政運営

政策８-（４） 公共施設の適正管理・有効活用

政策８-（５） 適正な会計事務

政策８-（６） 議会・監査の支援



基本
目標１

住民と行政の創合力による 安全で安心なまちづくり

＜総務＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫ 目標指標 基準値 実績値 目標値

火災等消防団出動件数【回／年】
３

(R1)
２

(R3)
４

(R4)
３以内

自然災害による死亡者数（延数）【人】 ━
０

(R3)
０

(R4)
０

国
の
方
向

１
層

２層 ３層

重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)
※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

１（１）災害に
備えた防災体制
の充実

①災害時情報発信の多元化
②防災行政無線放送の難聴解消
③避難所の感染症対策と備蓄品の充実
④防災関連機器・設備の適正な管理と
計画的な更新

⑤外国人、観光客など要配慮者への防
災対策の対応

⑥指定緊急避難場所・指定避難所への
非常用電源設置推進

１（２）住民主
体の防災力アッ
プ

①自主防災会等における防災・減災活
動の推進

②自主防災組織の担い手づくり・防災
士資格取得の推進

③地区防災マップや地区防災計画等の
整備

１（３）新たな
時代の消防団づ
くり

①自主防災会との連携（顔の見える関
係づくり）

②自然災害への対応体制の強化
③消防団の機構改革に向けた研究
④消防団事業の改善に向けた研究
⑤団員確保に向けた取り組みと研究

１（４）先端技
術を活用した未
来のサービスづ
くり

①行政文書のペーパーレス化の推進
②行政手続のデジタル化の推進
③ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣＴ活用による
事務効率化の推進

住
民
と
行
政
の
創
合
力
に
よ
る

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

成果指標 基準値 実積値 目標値※

指定緊急避難場所・
指定避難所への非常
用電源設置率（屋
内）【％】

84.1
(R3)

84.1
(R3)

90.5
(R4)

100

成果指標 基準値 実積値 目標値※

自主防災会での防災
講座の開催回数（延
数）【回／年】

10
(R3)

６
(R3)

10
(R4)

100

成果指標 基準値 実積値 目標値※

消防団と自主防災会
との防災訓練等の回
数（回／年）

１
（R3）

０
（R3）

0
（R4）

２

成果指標 基準値 実積値 目標値※

電子申請・届出シス
テムに対応した様式
数（延数）
【件／年】

５
（R3）

18
（R3）

55
（R4）

30

※指定緊急避難場所・指定避難所への非常用電源設置率（屋内）
【％】：令和６年度までの目標値（93.7）

※自主防災会での防災講座の開催回数（延数）【回／年】：令和６
年度までの目標値（40）

※消防団と自主防災会との防災訓練等の回数（回／年）：令和６年
度までの目標値（１）

※電子申請・届出システムに対応した様式数（延数）【件／年】：
令和６年度までの目標値（31）

≪基本的方向≫
ふたつのアルプスに守られた豊かな自然環境の中で、将来にわたって住民みんなが安全で安

心して暮らしていけるまちを目指します。
万一の災害に十分な備えを進めると共に、暮らしを支える公共交通機関の確保や役場機能の効
率化を進めていきます。

16

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る



国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

１（５）効果的
で速やかな情報
発信

①住民が必要とする情報の把握と研究
②様々なツールを活用した町の魅力発
信

③行政情報のデジタル化の推進

１（６）安心し
て暮らせる地域
公共交通の確保

①より利用しやすい地域循環バス運行
形態の研究

②通勤通学等の電車利用者の利便性の
確保

１（７）未来を
担う職員の育成
と役場機能の効
率化

①接客ホスピタリティーの醸成
②国、県、他市町村や企業との職員交
流の実施

③各種研修や職員提案制度等の実施に
よる、職員の企画、立案、実行力の
向上

④広域連携による業務効率化の研究
⑤ＡＩやＲＰＡ等を活用したスマート
事務システムの研究

⑥定員管理計画に沿った職員数管理
⑦有事の際に業務が継続できる施設整
備や空間デザインの研究

住
民
と
行
政
の
創
合
力
に
よ
る

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

成果指標 基準値 実積値 目標値※

飯島町公式ホーム
ページへのアクセ
ス件数【件／年】

105,000

(R3)
219,063

(R3)
158,126

(R4) 150,000

成果指標 基準値 実積値 目標値※

地域循環バス年間
利用者数
【人／年】

4,000
(R3)

3,126
(R3)

3,161
(R4)

6,000

成果指標 基準値 実積値 目標値※

国、県への研修派
遣職員数
（延数）【人】

１
(R3)

２
(R3)

３
(R4)

10

※飯島町公式ホームページへのアクセス件数【件／年】：令和６年
度までの目標値（120,000）

※地域循環バス年間利用者数【人／年】：令和６年度までの目標
値（4,750）

※国、県への研修派遣職員数（延数）【人】：令和６年度までの
目標値（４）

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る
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国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

２（１）低炭
素・循環型のま
ちづくり

①再生可能エネルギーの普及促進
②省エネルギーの推進
③地球温暖化防止に関する環境意識の
醸成

２（２）ごみの
少ない暮らしづ
くり

①ごみ分別の説明会の開催（地域、学
校及び事業所）

②ごみ処理施設の見学会の開催
③転入者へのごみ出し方法の説明

２（３）接客ホ
スピタリティー
向上

①ワンストップサービスによる役場組
織内の連携強化

②窓口や接客改善のための定期的な組
織内連携会議の開催

③カウンターや待合ホールの改善
④他市町村や民間企業との窓口接客等
の実地研修

⑤マイナンバーカードの申請促進・庁
外に出向いての申請サポート

２（４）公平で
適正な税収の確
保

①課税精度の向上と未収金の縮減
②固定資産税における全筆・全棟調査
の実施・精度の向上

③税務申告等の手続の簡素化の研究

美
し
く
快
適
な
暮
ら
し
の
環
境
を

将
来
へ
つ
な
ぐ

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

基本
目標２

美しく快適な暮らしの環境を 将来へつなぐ

＜住民税務＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫ 目標指標 基準値 実績値 目標値

飯島町の再生可能エネル
ギー比率【％】

23.5
(H28)

─
(R3)

─
(R4)

33.5

成果指標 基準値 実積値 目標値※

太陽光発電システム
設置補助事業件数
（延数）【件】

332
(R3)

327
(R3)

333
(R4)

420

成果指標 基準値 実積値 目標値※

町民１人１日あたり
の家庭ごみ排出量
【g/日】

392
(R3)

395
(R3)

416
(R4)

376

成果指標 基準値 実積値 目標値※

マイナンバーカー
ド交付率【％】

30.0
(R3)

31.4
(R3)

58.2
(R4)

100

※マイナンバーカード交付率【％】：令和６年度までの目標値
（85.0）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

町税（住民税普通
徴収、固定資産税、
軽自動車税種別割、
国民健康保険税）
現年度の収納率
【％】

100
(R3)

99.4
(R3)

99.3
R5.5.23
見込み

(R4)

100

※太陽光発電システム設置補助事業件数（延数）【件】：令和６
年度までの目標値（365）

※町民１人１日あたりの家庭ごみ排出量【g/日】：令和６年度ま
での目標値（386）

（参考）「再生可能エネルギー比率」とは、町内の消費推計電力量に
対して、再生可能エネルギーにより町内で作られた電力量の割合

各種申請

≪基本的方向≫
ふたつのアルプスの麓、美しい自然にはぐくまれた生活環境は住民が共有するかけがえのな

い財産です。この恵まれた生活環境を保全し将来の世代に引き継いでいくまちを目指します。
また、住民の生活と行政の重要な接点でもある窓口や税の業務について、接客ホスピタリ

ティーの向上を図るとともに、公平で効率的なサービスの最適化を目指します。

マイナンバーカードで
本人確認

キャッシュレス決済
18



国
の
方
向

１
層

２層 ３層

重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)
※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

３（１）切れ目
のない妊産婦・
乳幼児への保健
体制

①母子の心身の健康増進を目的とした
新生児訪問、乳幼児健診等の実施

②保健・医療・福祉・教育・地域の組
織等との連携支援

③切れ目のない子育て支援の実現に向
けた体制の充実

３（２）「生涯
健康」支援

①幼少期からの生活習慣病予防
②年代に応じた疾病予防対策の充実
③地域や健康推進員と協力した健康づ
くりの取り組み

④こころの健康に関する正しい知識や
対処法の普及啓発

⑤健康のための運動習慣・食育活動の
推進

⑥感染症に対応するための医療相談体
制の整備と行動変容の支援

３（３）いつで
も安心な地域医
療体制づくり

①上伊那地域や伊南地域との包括的な
医療連携支援

②感染症対策の推進
③災害時の医療体制の整備
④町内３師会（医師・歯科医師・薬剤
師）と連携した地域医療の確保

⑤国民健康保険事業、後期高齢者医療
事業の適正な運営

⑥福祉医療費による医療支援

誰
も
が
健
康
で
居
場
所
と
出
番
が
あ
り

共
に
支
え
合
え
る
地
域
づ
く
り

③
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

基本
目標３

誰もが健康で居場所と出番があり 共に支え合える地域づくり

＜健康福祉＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫

成果指標 基準値 実積値 目標値※

新生児訪問の実施
率【％】

100
100
(R3)

100
(R4)

100

むし歯のない３歳
児の割合【％】

91
87.3
(R3)

95.3
(R4)

91

３歳児健診受診率
【％】

100
100
(R3)

100
(R4)

100

成果指標 基準値 実積値 目標値※

がん検診受診率
【％】

40.0
32.2
(R3)

未確定
(R4)

40

精密検査受診率
【％】

80.0
70.2
(R3)

65.0
(R4)

80

地区・自治会健康教
室参加数【人】

1,500
243
(R3)

1,138
(R4)

1,500

成果指標 基準値 実積値 目標値※

町内医療機関数（歯
科含む）【施設】

８
(R3)

８
(R3)

８
(R4)

８

（参考）健康寿命の目標値は、長野県数値（女性は84.7歳のため維持）に準じる。

（参考）「がん検診受診率」は、胃・大腸・子宮・乳・肺がんの
受診率平均

≪基本的方向≫
生涯を通じて、心も体も健康で安心して生活ができるよう、保健・医療・福祉・介護などの

関係機関が密に連携し、健康増進、疾病の予防・早期発見・早期治療、福祉の充実、介護への
適切な対応ができるネットワークの構築を推進します。

目標指標 基準値 実績値 目標値

年間出生数【人／年】
55

(H29-R1平均）
61

(R3)
37

(R4)
60

特定健診受診率（国民健康
保険）【％】

59.0
(H30)

64.4
(R3)

65.2
(R4)

65.0

健康寿命（平均自立期間）
男性【歳】

78.9
(R1)

80.1
(R3)

81.9
(R4)

80.7

健康寿命（平均自立期間）
女性【歳】

85.2
(R1)

85.4
(R3)

85.7
(R4)

85.2

19

（参考）健康寿命の目標値は、長野県数値（女性は84.7歳のため維持）に準じる。
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国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

３（４）みん
なが支え合う
地域福祉の実
現

①みんなが地域づくりの主体として支
え合う「新しいお互いさま」社会の
推進

②包括的に機能する相談・支援体制の
整備

③地域を支える人材や団体の育成
④地域での居場所づくりの推進
⑤町社会福祉協議会との連携・協働
⑥民生児童委員との連携

３（５）障が
いの有無にか
かわらず幸せ
に暮らせるま
ちづくり

①障がいのある人の権利を守る福祉
サービスの充実

②安全で暮らしやすい地域づくりと地
域での支援体制の強化

③障がいのある人の社会参加の推進

３（６）高齢
者も自分らし
く暮らせるま
ちづくり

①高齢者の社会参加の推進と助け合い
活動の創出

②高齢者の生活支援体制整備の充実
③介護保険制度の適正な運営と保険者
機能の強化

誰
も
が
健
康
で
居
場
所
と
出
番
が
あ
り

共
に
支
え
合
え
る
地
域
づ
く
り

③
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

成果指標 基準値 実積値 目標値※

支え合いマップの
定期更新【％】

85.0
(R3)

74.0
(R3)

69.0
(R4)

100

各種サポーター養
成数(ひきこもりサ
ポーター)（延数）
【人／年】

17
(R3)

25
(R3)

20
(R4)

3,200

各種サポーター養
成数(ゲートキー
パー)（延数）
【人／年】

1,019
(R3)

939
(R3)

939
(R4)

各種サポーター養
成数(認知症サポー
ター) （延数）
【人／年】

1,503
(R3)

1,513
(R3)

1,799
(R4)

※支え合いマップの定期更新率：令和６年度までの目標値（86.0）
※各種サポーター養成数(ひきこもりサポーター) （延数）
【人／年】：令和６年度までの目標値（23）

※各種サポーター養成数(ゲートキーパー)（延数）【人／年】：
令和６年度までの目標値（1,139）

※各種サポーター養成数(認知症サポーター) （延数）【人／年】：
令和６年度までの目標値（1,623）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

障害福祉施設から
一般就労に移行し
た人数【人／年】

１
(R3)

１
(R3)

0
(R4)

１

地域活動支援セン
ター月間利用者数
【人／月】

193
(R3)

199
(R3)

193
(R4)

200

（参考）障害福祉施設から一般就労に移行した人数：就労移行支
援事業、就労継続支援Ａ型・Ｂ型等から一般就労への移行
者数

※障害福祉施設から一般就労に移行した人数【人／年】：令和６
年度までの目標値（１）

※地域活動支援センター月間利用者数【人／月】：令和６年度ま
での目標値（196）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

健康寿命（平均自
立期間）男【歳】

80.7
(R3)

80.1
(R3)

81.9
(R4)

80.7

健康寿命（平均自
立期間）女【歳】

85.2
(R3)

85.4
(R3)

85.7
(R4)

85.2

要介護認定率
【％】

15.5
(R3)

14.9
(R3)

14.7
(R4)

15.5以下

※健康寿命（平均自立期間）男性【歳】：令和６年度までの目標
値（80.7）

※健康寿命（平均自立期間）女性【歳】：令和６年度までの目標
値（85.2）



国
の
方
向

１
層

２層 ３層

重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)
※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

４（１）将来を
見据えた農地の
有効利用

①5年～10年後の農地の利用意向調査
の実施

②計画的な農地利用の調整
③担い手や新規就農希望者とのマッチ
ング

４（２）地域の
協力による農作
業の効率化

①地区営農組合による農地利用調整の
推進

②農地所有者の農地保全に対する意識
の醸成

③担い手法人等の要請により地区営農
組合が草刈り隊を派遣する仕組みづ
くり

４（３）スマー
ト農業の推進

①RTK基地局の活用推進によりスマー
ト農業の普及を図る

②スマート農業に対応する農業支援情
報システムの構築検討

③経営体の機械の導入、スマート農業
化への支援

４（４）就農希
望者への積極支
援

①「アグリイノベーション2030」の仕
組みづくり

②新規就農者の積極的な受け入れ・支
援

③国、県、JAの就農支援制度を活用し
た研修や初期投資の負担軽減

④営農組合の農地利用調整による円滑
な農地の貸借支援

地
域
特
性
を
生
か
し
た

産
業
の
創
造
と
振
興
の
ま
ち
づ
く
り

①
地
方
に
仕
事
を
つ
く
る

②
人
の
流
れ
を
つ
く
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

基本
目標４

地域特性を生かした 産業の創造と振興のまちづくり

＜産業振興＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫ 目標指標 基準値 実績値 目標値

地域経済循環率【％】
68.1
(H27)

72.1
(H30)

未確定
(R4)

70.0

※「地域経済循環率」とは、生産（付加価値額）を分配（所得）で
除した値であり、地域経済の自立度を示している。

（値が低いほど他地域から流入する所得に対する依存度が高い。）

（参考）「農業経営体」とは、世帯で農業を行う家族経営体と法
人などの組織経営体に該当する者

成果指標 基準値 実積値 目標値※

意向調査の実施数
（農業経営体）
【件】

─
342
(R3)

634
(R4)

300

成果指標 基準値 実積値 目標値※

農地流動化率【％】
69.5
(R1)

68.9
(R3)

70.8
(R4)

80.0

※農地流動化率【％】：令和６年度までの目標値（74.0）

（参考）「農地流動化率」とは、経営耕地面積に対する借入耕地
面積の割合

成果指標 基準値 実積値 目標値※

スマート農業取り組
み事例【件】

─
３

(R3)
13

(R4)
４

（参考）「スマート農業」とは、ロボット技術や情報通信技術
（ICT）を活用して、省力化・精密化や高品質生産等の実現
を推進している新たな農業

※スマート農業取り組み事例【件】：令和６年度までの目標（３）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

新規就農者数（延数）
【人】

８
(R3)

４
(R3)

４
(R4)

15

新規法人経営体の形
成（延数）
【経営体】

─
０

(R3)
０

(R4)
１

※新規就農者数（延数）【人】：令和６年度までの目標値（11）

≪基本的方向≫
ふたつのアルプスの恵みがもたらす農地や森林、水などの地域資源や、培ってきた伝統や文

化を生かした、多様な産業による活力あるまちを目指します。
将来にわたって暮らしやすい町であるためには、そこに住みたいという想いだけではなく、

暮らし続けるための「しごと」が必要です。地域の特性を生かしながら、新しい時代にも対応
できる産業を創造していきます。
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国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

４（５）地域
資源を生かし
た農業の展開

①消費者ニーズを中心に捉えた新たな
振興作物の研究

②６次産業化の展開による農業の高付
加価値化を研究

③日曽利圃場整備事業を生かしたブド
ウ等の新植を検討

④新たな振興作物としての柿の新植を
検討

⑤バイオマス発電施設の排熱を利用し
た付加価値の高い農産物生産を研究

⑥耕作条件が不利な水田の畑化の検討
⑦ミヤマシジミとコマツナギを保全す
る畦畔管理の推進

⑧ビオトープや水田の冬期湛水による
生物多様性環境の保全

⑨グローバルギャップへの取り組み
⑩地域で生産された農産物を地域で消
費する地産地消の取り組み

４（６）農業
生産基盤の整
備

①ほ場整備の推進
②水路構造物等長寿命化修繕
③中央道跨水路橋の統廃合検討

４（７）地域
の特徴を生か
した企業誘致

①音楽村構想「アルプスの音色が響く
まち」の推進

②発酵食品関連企業と連携した発酵食
文化の推進

③企業のビジネスマッチングや販路開
拓に繋がる支援

④優良企業の誘致
⑤感染症対策を踏まえ必要に応じた商
品券の発行等による消費喚起

⑥飯島町商工会と連携した工業の支援

４（８）賑わ
う商店と買い
物環境づくり

①商工業者が自ら提案しチャレンジで
きる仕組みづくり

②買い物弱者対策を含めた買い物環境
の充実

③飯島町商工会等と連携した商業の支
援

④営農組合の農地利用調整による円滑
な農地の貸借支援

⑤感染症に対応するため非接触等の
キャッシュレス決済の推進と支援

地
域
特
性
を
生
か
し
た

産
業
の
創
造
と
振
興
の
ま
ち
づ
く
り

①
地
方
に
仕
事
を
つ
く
る

②
人
の
流
れ
を
つ
く
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

成果指標 基準値 実積値 目標値※

畦畔管理指針の作成
（延数）【件】

─
１

(R3)
１

(R4)
１

道の駅年間来場者数
【人／年】（道の駅
花の里いいじま、道
の駅田切の里）

─
307,182

(R3)
321,084

(R4) 310,000

※道の駅年間来場者数【人／年】：令和６年度までの目標値
（310,000）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

ほ場整備の推進
（延数）【ha】

─
０

(R3)
０

(R4)
10

水路補修箇所数
【箇所／年】

50
(R3)

103
(R3)

68
(R4)

50

※水路補修箇所数【箇所／年】：令和６年度までの目標値（50）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

新規企業誘致数
（延数）【社】

─
１

(R3)
２

(R4)
３

工業展参加事業者数
【社／年】

10
(R3)

４
(R3)

５
(R4)

10

（参考）「新規企業誘致数」とは、町や土地開発公社が所有する土
地や町内の空き工場等への企業誘致

（参考）「工業展参加事業者数」とは、国内外で開催される工業展
等に参加する事業者数

成果指標 基準値 実積値 目標値※

地元滞留率【％】
3.5

(H30)
4.4
(R3)

─
(R4)

6.0

（参考）「地元滞留率」とは、居住する地元市町村内で主に買物
をする世帯の割合のことをいう。 地元滞留率は長野県が県
下一斉に消費者の買物行動を調査しており、広域的商圏の
動向を把握することにより中小小売業の振興施策の基礎資
料としている。

（参考）長野県産業労働部「商圏調査」の結果



国
の
方
向

１
層

２層 ３層

重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)
※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

４（９）新しい
ワークスタイル
の推進と起業支
援

①サテライトオフィスの誘致を推進
②求人情報の提供と就労サポート体制
の充実

③人材育成の推進・支援
④飯島町商工会と連携した起業支援
⑤テレワークの推進

４（10）ス
マート林業の推
進

①ICT技術による森林測量を基にした
森林整備の推進及び生産性の向上

②森林環境譲与税を活用した民有林の
集約化

③ゾーニングによる計画的な森林整備
の推進

④作業路網等、林業基盤整備の推進
⑤間伐材等を利用した自然エネルギー
活用の推進

４（11）治
山・治水による
森林の機能向上

①治山・治水事業の推進

４（12）有害
鳥獣等対策の推
進

①猟友会や鳥獣被害対策実施隊との連
携による有害鳥獣駆除の推進

②自然条件及び地域の特性等を考慮し
た樹種転換の推進

③松くい虫など森林病害虫の被害拡大
防止策の充実

④枯損木処理による林業被害防止策の
強化

⑤有害鳥獣等対策の啓発活動の推進

地
域
特
性
を
生
か
し
た

産
業
の
創
造
と
振
興
の
ま
ち
づ
く
り

①
地
方
に
仕
事
を
つ
く
る

②
人
の
流
れ
を
つ
く
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

成果指標 基準値 実積値 目標値※

起業数【件／年】
２

(R3)
６

(R3)
６

(R4)
２

※間伐の実施面積【ha／年】：令和６年度までの目標値（75）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

枯損木処理
【㎥／年】

40
(R1)

40.75
(R3)

34.43
(R4)

50

有害鳥獣捕獲頭数
【頭／年】

50
(R3)

64
(R3)

51
(R4)

50

（参考）「有害鳥獣捕獲頭数」とは、個体数調整目的で捕獲した
有害鳥獣（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル）の頭数

23

成果指標 基準値 実積値 目標値※

間伐の実施面積
【ha／年】

75
(R3)

80.2
(R3)

81.3
(R4)

80

※間伐の実施面積【ha／年】：令和６年度までの目標値（75）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

間伐の実施面積
【ha／年】

75
（R3）

80.2
（R3）

81.3
（R4）

80

※間伐の実施面積【ha／年】：令和６年度までの目標値（75）



国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

５（１）暮ら
しを支える道
路の整備

①国道、県道の整備促進
②町道の整備
③道路構造物の長寿命化修繕
④道路橋及び水路橋の統廃合の検討
⑤地域や住民との公助による道路の維
持管理

⑥国道153号伊那バレー・リニア北バ
イパスの計画促進

⑦交通量の少ない道路等の用途廃止や
代替策の研究

５（２）安
全・安心の河
川整備

①一級河川天竜川、与田切川及び中田
切川の整備・砂防事業の促進

②県管理河川の整備・砂防事業の促進
③町管理河川の適正な維持管理

５（３）将来
を見据えた都
市づくり

①住民の希望する未来や国土利用計画
に基づく都市計画等の見直し

②都市計画マスタープランの更新によ
る、総合的な都市計画の推進

③景観保全を目的とした、住宅・看板
設置の指導

５（４）住宅
施策と空き家
対策

①公営住宅の適正管理（長寿命化・計
画的な維持修繕）と統廃合の促進

②住宅の耐震診断・耐震改修の促進、
若しくは建替えの推奨

③特定空家等候補の抑制と空き家の適
正管理及び利活用の促進

④公営住宅については、適正な管理に
より入居率の向上

⑤耐震診断・耐震改修・耐震シェル
ター設置の推進

暮
ら
し
を
支
え
る

強
靭
で
快
適
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
創
造

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

基本
目標５

暮らしを支える 強靭で快適なライフラインの創造

＜建設水道＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫

（参考）「水道管路耐震化率」とは、導水管、送水管、排水管のう
ち、耐震適合性のある管路の割合

目標指標 基準値 実績値 目標値

町道の改良延長
（幅員5.5ｍ～）【㎞】

44.6
(R2)

44.7
(R3)

44.7
(R4)

47.9

水道管路耐震化率【％】
76.6
(R1)

79.0
(R3)

79.2
(R4)

80.0

成果指標 基準値 実積値 目標値※

町道の改良延長
（幅員5.5m～）
【km】

44.7
(R3)

44.7
(R3)

44.7
(R4)

47.9

※町道の改良延長（幅員5.5m～）【km】：令和６年度までの目
標値（45.6）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

与田切・中田切川
整備・砂防事業の
促進率【％】

80.6
(R3)

80.6
(R3)

80.6
(R4)

100

※与田切・中田切川整備・砂防事業の促進率【％】：令和６年度
までの目標値（83.4）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

現都市計画の見直
し案の作成及び計
画決定（延数）
【件】

─
─

(R3)
─

(R4)
１

成果指標 基準値 実積値 目標値※

入居率【％】
75.6
(R3)

71.0
(R3)

71.0
(R4)

100

公営住宅数
【箇所】

７
(R3)

７
(R3)

７
(R4)

５

一般住宅の耐震化
率【％】

76.0
(R3)

76.0
(R3)

76.0
(R4)

90.0

特定空家等候補数
【戸】

35
(R3)

35
(R3)

37
(R4)

22

※入居率【％】：令和６年度までの目標値（75.6）
※一般住宅の耐震化率【％】：令和６年度までの目標値（85.0）
※特定空家等候補数【戸】：令和６年度までの目標値（34）

≪基本的方向≫
住民の安全・安心で豊かな暮らしを支える、強靭で快適なライフラインを創造します。
道路・橋りょう、上下水道を中心とした公共インフラは暮らしの重要な要素です。リニア

中央新幹線の開通や時代の変革など、将来を見据えたインフラ整備や維持管理、強靭化を進
めることで暮らしやすいまちを実現します。
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国
の
方
向

１
層

２層 ３層

重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)
※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

５（５）地籍
調査事業の推
進

①地籍調査事業の推進

５（６）安全
で安心な水道
の確保

①建替えも視野に入れた浄水場耐震化
の実施

②老朽管路の更新継続
③隣接自治体への用水供給事業の推進
④豊かな水資源を活用した水力発電等
による水道料金の値下げ

５（７）快適
で衛生的な下
水道・浄化槽
の推進

①下水道・合併浄化槽へのつなぎ込み
推進

②下水道処理施設の統廃合
③経営実態に適合した料金体系の検討

暮
ら
し
を
支
え
る

強
靭
で
快
適
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
創
造

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

成果指標 基準値 実積値 目標値※

国土調査実施済進捗
率【％】

76.7
(R3)

68.6
(R3)

70.5
(R4)

92.9

（参考）「国土調査実施済進捗率」とは、全体計画予定地に対する
割合

※国土調査実施済進捗率【％】：令和６年度までの目標値（81.3）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

水道管の管路耐震
化率【％】

77.9
(R3)

79.0
(R3)

79.2
(R4)

80.0

水道事業の有収率
【％】

82.3
(R3)

81.1
(R3)

79.7
(R4)

85.0

※水道管の管路耐震化率【％】：令和６年度までの目標値（79.6）
※水道事業の有収率【％】：令和６年度までの目標値（84.5）

（参考）「管路耐震化率」とは、導水管、送水官、配水管のうち、
耐震適合性のある管路の割合

（参考）「水道事業の有収率」とは、総水量に対して漏水等を除く
料金回収できた水量の割合

成果指標 基準値 実積値 目標値※

下水道・合併浄化槽
へのつなぎ込み率
【％】

83.9
(R3)

84.6
(R3)

85.6
(R4)

87.0

（参考）「下水道・合併浄化槽へのつなぎ込み率」とは、公共下水
道と農業集落排水及び合併処理浄化槽の管接続の率
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基本
目標６

魅力向上で住みたい・住み続けたい地域づくり

＜地域創造＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫

≪基本的方向≫
住民が自らの地域に誇りと愛着を持ち、住みたい、住み続けたいと思える魅力あるまちを目指

します。
町の魅力を発掘し磨き上げる取り組みを進めることで、交流人口や関係人口、定住人口の増加

を目指すとともに、将来を見据えた暮らしやすい地域づくりを住民と共に進めていきます。

国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

６（１）町の
魅力を生かし
た観光地域づ
くり

①与田切公園、千人塚公園をベースと
した与田切渓谷の整備と活用

②観光事業者の育成
③地域資源の掘り起こしとプログラム
化

④滞在型旅行商品の造成・販売
⑤周辺市町村と連携した広域観光ルー
トの開発

⑥感染症に対応するための安心安全な
観光地づくりの推進

６（２）儲か
る飯島町の創
出

①インターネット販売事業の拡大
②関係団体や企業と連携した特産品流
通の仕組みづくり

③都市企業の社会貢献活動や福利厚生
活動の受入

④住民が主体となった地域資源の掘り
起こしと磨き上げ

（参考） 平成30年に公表された国立社会保障・人口問題研究所推計によると、2030年の人口は7,835人と推計されている。
（参考）飯島町では、定住促進や子育て支援等の取り組みにより人口減少に歯止めをかけていくことで、2030年の人口目標を8,404人と設定した。
※１（出所）飯島町住民基本台帳（３月末時点）
※２（出所）長野県市町村別異動状況等（総数）

魅
力
向
上
で
住
み
た
い
・
住
み
続
け
た
い
地
域
づ
く
り

成果指標 基準値 実積値 目標値※

観光客数（与田切公
園、千人塚公園、道
の駅花の里いいじま、
道の駅田切の里）
【人／年】

250,000

(R3)
279,900

(R3)
316,400

(R4) 470,000

飯島流ワーケーショ
ン推進協議会参加事
業者数【者／年】

10
(R3)

９
(R3)

15
(R4)

20

いいじま体験プログ
ラムの作成の数

４
(R3)

15
(R3)

62
(R4)

24

※観光客数【人／年】：令和６年度までの目標値（400,000）
※飯島流ワーケーション推進協議会参加事業者数【者／年】：令和
６年度までの目標値（20）

※いいじま体験プログラムの作成の数：
令和６年度までの目標値（24）

（参考）「いいじま体験プログラムの作成の数」とは、「ワーケー
ション推進協議会」の中で作成した飯島町の地域資源を活用
した体験プログラム数

成果指標 基準値 実積値 目標値※

観光消費額
【円／年】

410,000,000

(R3)
376,422,000

(R3)
413,655,000

(R4) 650,000,000

特産品、料理
メニュー等の
開発件数（延
数）【件】

２
(R3)

０
(R3)

3
(R4)

10

（参考）「観光消費額」とは、町内2か所の道の駅と千人塚公園、
与田切公園の年間売上額

（参考）「特産品、料理メニュー等の開発件数」とは、ワーク
ショップで検討した新規メニュー件数

※観光消費額【円／年】：令和６年度までの目標値
（560,000,000）
※特産品、料理メニュー等の開発件数（延数）【件】：
令和６年度までの目標値（10）

目標指標 基準値 実績値 目標値

飯島町の人口【人】※１
7,835
(H30)

9,173
(R3)

9,032
(R4)

8,404

人口の社会増減【人／年】
※２

-49
(R1)

-73
(R3)

未確定
(R4)

±0 

②
人
の
流
れ
を
つ
く
る

③
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る
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国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

６（３）若者
や子育て世代
の人口を増
やす

①郷土愛の醸成によるＵＩターンの促
進

②若者がＵターンしたいと思える働き
方や生活環境の整備

③女性の「子育て」と「就労」を支援
する取り組み

④若者が主体的に参加運営する事業へ
の支援

⑤感染症対策を踏まえた若者への都市
部からのＵＩターンの促進

６（４）若い
世代の結婚を
応援

①若年層が気軽に相談できる体制づく
りと交流機会の提供

②ライフデザイン意識の醸成
③県外から地方へ嫁ぎたい人々を呼び
込む取り組み

④若年層の住まいに関する支援の拡充
⑤定例的な結婚相談の実施

６（５）住民
参加で盛り上
げるコミュニ
ティ機能の充
実

①協働による共に支え合うまちづくり
の推進

②住民が参加しやすいまちづくりの仕
組みづくり

③住民みんなで進めるきれいでやすら
ぎのある環境づくり

④人が集い活気のある「賑わいの場」
づくり

⑤利便性の高いまちなかの「生活の
場」づくり

⑥感染症に対応するための新しい生活
様式に沿ったコミュニティの研究

６（６）将来
を見据えた自
治組織への支
援

①将来を見据えた自治組織（区・地域
づくり委員会・自治会）のあり方検
討

②行政施策による自治組織の負担軽減
③自治組織への加入促進

魅
力
向
上
で
住
み
た
い
・
住
み
続
け
た
い
地
域
づ
く
り

②
人
の
流
れ
を
つ
く
る

③
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

成果指標 基準値 実積値 目標値※

若者世帯のUIター
ン世帯数
【世帯／年】

６
(R3)

6
(R3)

8
(R4)

10

民間宅地開発支援
事業補助金の利用
件数【件／年】

─
─

(R3)
２

(R4)
20

住宅取得支援事業
補助金の利用件数
【件／年】

─
─

(R3)
31

(R4)
20

住宅取得奨励金の
利用件数
【件／年】

─
─

(R3)
0

(R4)
20

町民ライター記事
掲載数【件／年】

24
(R3)

34
(R3)

28
(R4)

24

※若者世帯のUIターン世帯数【世帯／年】：令和６年度までの目標値（７）
※民間宅地開発支援事業補助金の利用件数【件／年】：
令和６年度までの目標値（20）

※住宅取得支援事業補助金の利用件数【件／年】：
令和６年度までの目標値（20）
※住宅取得奨励金の利用件数【件／年】：令和６年度までの目標値（20）
※町民ライター記事掲載数【件／年】：令和６年度までの目標値（24）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

婚姻数【組／年】
36

(R3)
34

(R3)
32

(R4)
50

※婚姻数【組／年】：令和６年度までの目標値（40）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

協働のまちづくり
推進事業補助金利
用件数【件／年】

６
(R3)

７
(R3)

12
(R4)

10

成果指標 基準値 実積値 目標値※

自治会加入率
【％】

83.5
（R3）

83.5
(R3)

83.0
(R4)

90.0

自治会加入率
【％】（賃貸住
宅（民間アパー
ト除く）

88.6
(R3)

88.4
(R3)

88.0
(R4)

90.0

（参考）「自治会加入率」とは、住民基本台帳による自治会に加
入している日本人世帯の割合。（賃貸住宅含む）

（参考）「自治会加入率」（賃貸住宅（民間アパート除く））と
は、住民基本台帳による自治会に加入している日本人世帯
の割合。
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基本
目標７

「子どもの元気」と「学びの力」でいきいき豊かな暮らし

＜教育＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫

≪基本的方向≫
将来にわたり活力のある暮らしやすいまちのため、家庭・学校・地域・企業が一体となって

子育てを支援する、安心して子どもを産み育てられるまちを目指します。 次世代を担う子ど
もたち１人ひとりが確かな学力と豊かな人間性、柔軟な創造性を身につけ、「生きる力」を育
む学校教育を推進するとともに、誰もが生きいきと充実した人生を送ることのできる生涯学習
の環境を整えます。

28

国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

７（１）子ど
もの健やかな
体と豊かな心
を育てる

①待機児童ゼロ維持のため、保育環境
の整備

②専門スタッフによる教室により、そ
の子に合った早期の支援・保育の提
供

③園における運動あそびや、絵本との
触れ合いの充実

④子どもに関する様々な悩みに寄り添
える相談体制の充実

⑤保育園、学校、家庭、地域、関係機
関、行政等の連携強化

７（２）学校
教育の充実

①国際交流事業を通じ、主体的に学び
考え行動できるグローバルな人材の
育成

②ＩＣＴを活用した教育環境の充実と
教育の推進

③安全で安心な学校給食の推進と地域
に開かれた多目的給食センターの実
現

④郷土愛プロジェクト等を通じ地域を
知り「ふるさと飯島」への愛を育む

⑤感染症に対応する情報技術を活用し
た教育環境の整備の推進

⑥心に寄り添い輝く笑顔あふれる教育
活動の推進

７（３）子ど
ものための家
庭環境づくり
の支援

①関連組織間の連携による子育てと仕
事の両立支援

②子育て世代が安心して子育てできる
ような、家庭の在り方を自ら学べる
講座の開催

③切れ目のない子育て支援の実現に向
けた体制の一元化

成果指標 基準値 実積値 目標値※

保育園待機児童数
【人】

０
(R3)

０
(R3)

０
(R4)

０

成果指標 基準値 実積値 目標値※

学校満足度調査
（生活）の割合
【％】

82.0
(R3)

84.0
(R3)

82.0
(R4)

90

学校満足度調査
（学習）の割合
【％】

79.0
(R3)

87.0
(R3)

81.0
(R4)

90

※学校満足度調査（生活）の割合【％】：
令和６年度までの目標値（85）

※学校満足度調査（学習）の割合【％】：
令和６年度までの目標値（84）

成果指標 基準値 実積値 目標値※

子育て支援セン
ター利用者延べ人
数【人／年】

9,800
(R3)

6,130
(R3)

6,228
(R4)

9,600

目標指標 基準値 実績値 目標値

学校満足度調査で「学校が
楽しい」と答えた子どもの
割合【％】

80.0
(R1)

84.0
(R3)

82.0
(R4)

90

講座満足度調査で「講座参
加により心豊かになった」
と答えた方の割合【％】

─
─

(R3)
─

(R4)
80

「
子
ど
も
の
元
気
」
と
「
学
び
の
力
」
で

い
き
い
き
豊
か
な
暮
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国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

７（４）学ぼ
う「知るこ
と・為すこ
と・共に生き
ること」

①全町的な生涯学習活動の推進
②生涯学習センターと関係機関との連
携強化

③各公民館事業の支援
④図書館・歴史民俗資料館・文化館・
スポーツ施設等の連携強化

⑤生涯学習事業情報の一元化と情報発
信

⑥指導者やボランティアの情報整備と
活用

⑦現代課題や地域課題を踏まえた講座
の開催

７（５）ス
ポーツライフ
「いつでも・
どこでも・い
つまでも」

①スポーツ関連団体と連携した生涯ス
ポーツの推進

②少年スポーツの活動支援
③スポーツクラブ・サークルの活動支
援

④「飯島町総合型スポーツクラブ」と
連携した生涯スポーツの推進

⑤誰もが気軽に楽しめるニュースポー
ツの普及促進

⑥住民が利用しやすいスポーツ環境の
整備・充実

７（６）芸
術・文化を守
りつなぐ

①住民が利用しやすい文化施設の運営
②心を豊かにし、感性を高める文化事
業の開催

③町内の楽器製造企業との連携による
音楽環境の醸成

④学校との連携による歴史民俗資料館
を活用した学習支援

⑤感染症に対応する安全な施設運営方
法の研究

「
子
ど
も
の
元
気
」
と
「
学
び
の
力
」
で

い
き
い
き
豊
か
な
暮
ら
し

③
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
を
か
な
え
る

④
魅
力
的
な
地
域
を
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く
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成果指標 基準値 実積値 目標値※

講座参加人数
【人／年】

1,503
(R1)

987
(R3)

1,072
(R4)

1,500

成果指標 基準値 実積値 目標値※

スポーツ実施率
（週1回以上の運動
をする人）【％】

─
(R3)

─
(R3)

55.0
(R4)

65

成果指標 基準値 実積値 目標値※

文化館利用人数
【人／年】

37,232
(R3)

57,239
(R3)

51,636
(R4)

35,000
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基本
目標８

将来を実現する 創像力にあふれた行政基盤づくり

＜企画政策・会
計・議会事務＞

≪ＳＤＧｓの主な指針≫

（参考）「将来負担比率」とは、地方公共団体の借入金（地方債）な
ど、現在抱えている負債の大きさを、地方公共団体の財政規模
に対する割合で表したもの。国が示す市町村の早期健全化基準
は350％とされている。

≪基本的方向≫
いかなる状況においても安定した暮らしやすいまちであるために、社会の変化に対応でき

る、将来にわたって持続可能な行財政基盤の構築を目指します。 人口減少や少子高齢化、地
方分権の進展、住民ニーズの多様化・高度化に、創造力と実行力で応えられる簡素で効率的
な行政組織を構築していきます。

目標指標 基準値 実績値 目標値

飯島町の将来負担比率の
維持【％】

78
(R1)

52.4
(R3)

未確定
(R4)

73以下
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国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

８（１）将来
像を目指す仕
組みづくり

①評価・見直しによる総合計画の進捗
管理

②プロジェクトチームの編成による施
策の推進

③「政策アイデアコンテスト」の開催

８（２）住民
ニーズに応え
る行政改革

①住民ニーズや情勢の変化に対応した
組織改革

②簡素で効率的な行政組織のための事
務事業改革

③形骸化した事業・事務等の統廃合の
推進

８（３）効果
的・効率的な
財政運営

①中長期的な財政状況の把握と効率的
な財政運営の推進

②新たな財源確保の研究
③起債残高の縮減と実質公債費比率の
抑制

④計画的な各基金の積み立ての推進
⑤選択と集中による事業の最適化推進
⑥公共施設の大規模修繕や災害発生時
を想定した財政運営の推進

将
来
を
実
現
す
る

創
像
力
に
あ
ふ
れ
た
行
政
基
盤
づ
く
り

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

成果指標 基準値 実積値 目標値※

プロジェクトチーム
による問題解決（施
策）（延数）【件】

─
５

(R3)
12

(R4)
４

政策アイデアコンテ
ントによる施策実現
（延数）【件】

─
０

(R3)
２

(R4)
１

（参考）「プロジェクトチームによる問題解」とは、施策の事業
化（新規・拡充等）件数

（参考）「政策アイデアコンテントによる施策実現」とは、職員
提案により実現した件数

成果指標 基準値 実積値 目標値※

事務事業等の統廃
合（延数）【件】

─
１

(R3)
０

(R4)
４

（参考）「事務事業等の統廃合」とは、職員提案事業により統廃
合した件数

成果指標 基準値 実積値 目標値※

実質公債費比
率の抑制
【％】

18.0
以下

9.0
(R3)

未確定
(R4)

10.0以下

標準財政規模
に対する財政
調整基金積立
額の割合
【％】

31
(H27-R1平均)

31.6
(R3)

未確定
(R4)

31

（参考）「実質公債費比率」とは、地方公共団体の借入金（地方
債）の返済額（公債費）の大きさを地方公共団体の財政規
模に対する割合で表したもの。18％以上の場合、地方債の
発行に総務大臣等の許可が必要となる。

（参考）「財政調整基金」とは、災害対策や景気悪化等による財
源不足など、不測の事態に備え積み立てておくもの



国
の
方
向

１
層

２層 ３層
重要業績評価指標ＫＰＩ(主な成果指標)

※目標値は2030年度末（令和12年度末）までの数値目標基本計画 施策

８（４）公共
施設の適正管
理・有効活用

①施設の有効活用や維持管理コストの
効率化

②施設の総量を段階的に減らす取り組
み

８（５）適正
な会計事務

①会計事務を標準化するための資料作
成

②会計処理に関する職員説明会の実施
③物品の集中購買による経費節減
④事務用消耗品の共有化、再利用化推
進

８（６）議
会・監査の支
援

①議会運営に必要な資料や情報の提供
②監査業務の支援

将
来
を
実
現
す
る

創
像
力
に
あ
ふ
れ
た
行
政
基
盤
づ
く
り

④
魅
力
的
な
地
域
を
つ
く
る

成果指標 基準値 実積値 目標値※

公共建築物延床
面積の抑制
（延数）【㎡】

76,064 
(H27)

74,128
(R3)

未確定
(R4)

71,881以
下

（参考）「公共建築物延床面積の目標値」とは、平成29年
（2017年）３月策定の「飯島町公共施設等総合管理計画」
にあわせた設定

成果指標 基準値 実積値 目標値※

共有化する事務用
消耗品数（延数）
【品】

─
０

(R3)
０

(R4)
10

※共有化する事務用消耗品数（延数）【品】：令和６年度までの
目標値（８）

数値目標を設定することが困難、適当ではないことから定性的
な目標設定とします。
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